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第１１３回米子市農業委員会農地部会議事録   （概 要） 

 

招集年月日   平成２６年８月５日（火） 

招 集 場 所   米子市役所第２庁舎 第１会議室 

開   会   午後１時３０分 

出 席 委 員 1番 小林 秀美委員 2番 山中 春夫委員 3番 三島 通政委員 4番 赤木 勇夫委員 

 5番 井田 律子委員 6番 中本 公平委員 7番 吉澤 一誠委員 8番 安田 浩委員 

 9番 足立 寛隆委員 11番 池口 稔委員 12番 松林 貢委員 13番 安田 浩史委員 

 14番 髙橋 敦美委員 15番  森中 喜輝委員 16番 矢倉 篤實委員 17番 大太 年廣委員    

（部会長） 

欠 席 委 員 な  し   

事 務 局        高西会長  田村事務局長  大許事務局長補佐   山本主任  長谷川主任   

日   程   １ 農地法各条申請地現地調査 

２ 部会長あいさつ 

３ 議席の決定 

４ 議事録署名委員の指名 

        ５ 議事 

（１）農地法各条申請審議等 

ア 第１６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する許可について 

イ 第１７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見具申について 

ウ 第１８号 米子市農用地利用集積計画の決定について 

６ 報告事項  

（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について 
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（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理について 

（３）農地法第１８条第６号の規定による通知書の受理について 

（４）非農地現況証明について 

(５) 農地転用現況確認書の交付について 

（６）県農業会議会議員の事務報告 

（７）その他 

 

開   会   午後１時３０分 

（農地法各条申請地現地調査） 

 

 

 

議長（大太委員） 

ただいまから、現地調査に引き続きまして、第１１３回農地部会を開きます。はじめてですので、最初に各自、自己紹介をお

願いします。 

（自 己 紹 介） 

議長（大太委員） 

そういたしますと、最初に、日程３の議席の決定ですが、米子市農業委員会農地部会会議規則第７条の規定により議席の決定

を求めます。 

議席の決定は、先ほどの抽選のとおりとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議なしと認め、議席の決定は先ほどの抽選のとおりとすることに決定いたしました。 



- 3 - 

 

それでは、議席番号と氏名を事務局に報告させます。 

事務局（大許事務局長補佐） 

それでは報告いたします。 

１番小林委員、2 番山中委員、3 番石場委員、4 番赤木委員、5 番井田委員、6 番仲本委員、7 番吉澤委員、8 番安田浩委員、9

番安達委員、10番遠藤委員、11番池口委員、12番松林委員、13番安田浩史委員、14番高橋委員、15番森中委員、16番矢倉委員、

17番太田委員、以上です。 

議長（大太委員） 

最初に議事録署名委員について、慣例により議長が指名したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

それでは、議席番号１番の小林委員と議席番号２番の山中委員にお願いしたいと思います。また本日欠席はございません。 

以上で議事録署名委員の指名を終わります。 

それでは審議に入ります。初めに、５ぺ－ジの議案第１６号をお願いいたします。農地法第３条第１項の規定による許可申請

に対する許可について、下記申請について、農地法第３条第１項の規定により許可したいので議決を求めます。 

６ページ、番号１９の八幡について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号１９の八幡について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、譲受人が規模拡大のため農地を売買により取得しようとするものです。取得後の経営面積は９２ａとなります。 

別紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします 

議長（大太委員） 

続きまして、地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん、何か報告がございますか。 

1番（小林委員） 
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今、事務局が説明されたとおりで、許可要件については、特に問題ないと思われますのでご審議よろしくお願いします｡ 

議長（大太委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、番号２０の日原について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号２０の日原について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、譲渡人が所有する農地と、譲受人が所有する雑種地を双方の要望により交換しようとするものです。取得後の経営面

積は９１ａとなります。別紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たし

ていると考えます。提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議長（大太委員） 

地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん、何か報告がございますか。 

１２番委員（松林委員） 

   事務局が、説明されたとおりで、この関係者は昔より、本家、分家の関係です。耕作の利便のために交換されております。 

議長（大太委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、番号２１の両三柳について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 
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失礼します。番号２１の両三柳について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、譲受人が規模拡大のため農地を売買により取得しようとするものです。 取得後の経営面積は９０ａとなります。 

別紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします 

議長（大太委員） 

続きまして、地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん、何か報告がございますか。 

2番（山中委員） 

譲受人が、規模拡大のため売買で農地３３４㎡を取得しようとするものです。 

許可要件については、特に問題ないと思われますのでよろしくお願いします｡ 

議長（大太委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、番号２２の古豊千等について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号２２の古豊千、高島について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、相続人の全員が相続放棄をしたため、家庭裁判所の審判によって選任された相続財産管理人が裁判所の許可を得て、

売買によって農地を処分しようとするものです。取得後の経営面積は９８ａとなります。 

別紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします 

議長（大太委員） 

地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん、何か報告がございますか。 
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１５番（森中委員） 

相続人の全員が相続放棄をしたため、弁護士の方で財産管理があったわけですが、その間は弁護士が荒廃地になってはいけな

いということで耕作をしていただいて、今回、買受人が見つかったということで申請されたものです。以上です。 

議長（大太委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異 議 な し） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、番号２３、２４の審議に入りたいと思いますが、農業委員会等に関する法律第２４条第２項に基づき、この案件

の当事者である矢倉委員の退席を求めます。 

（矢倉委員退席） 

議長（大太委員） 

そういたしますと、６ページ、番号２３大崎について事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号２３の大崎について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、譲受人が規模拡大のため農地を売買により取得しようとするものです。取得後の経営面積は７６ａとなります。別紙

３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします 

議長（大太委員） 

続きまして、地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん何か報告がございますか。 

８番（安田浩史委員） 

譲渡人が県外にいるため耕作ができないことから、売買で農地２９９㎡を取得しようとするものです。 

許可要件については、特に問題ないと思われますのでよろしくお願いします｡ 
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議長（大太委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、７ページ、番号２４の大崎について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号２４の大崎について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、譲渡人が高齢で耕作ができなくなり、古くから知人である譲受人が贈与により農地を取得しようとするものです。取

得後の経営面積は、先ほどの番号２３の７６ａをたして７７ａとなります。 

別紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします 

議長（大太委員） 

続きまして、地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん何か報告がございますか。 

１３番（大太浩史委員） 

先ほどの 23番の農地と隣り合わせで接していますが、こちらの方は譲渡人が高齢ですが、譲受人の古くからの知人ということ

で相談事などを譲渡人がのっていたということで、贈与で農地７９㎡を取得しようとするものです。 

許可要件については、特に問題ないと思われますのでよろしくお願いします｡ 

議長（大太委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 
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番号２３、２４の審議を終了しましたので、矢倉委員の着席を求めます。 

（矢倉委員着席） 

議長（大太委員） 

続きまして、番号 25の尾高について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号２５の尾高、泉について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、姉妹で農地を 1／2 ずつ共有していましたが、譲渡人が体調不良で耕作ができなくなったため、自分の持分 1／2 を贈

与しようとするものです。取得後の経営面積は２４８ａとなります。 

別紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします 

議長（大太委員） 

続きまして、地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん、何か報告がございますか。 

６番（中本委員）  

現状は適切に管理されております。耕作をきちんとするということをきちんと確認しておりますので、許可要件については、

特に問題ないと思われますのでよろしくお願いします｡ 

議長（大太委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、８ぺ－ジの議案第１７号をお願いいたします。 

農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見具申について、下記申請について、農地法施行令第１５条第２項にお

いて準用する、第 7条第２項の規定により意見を具申したいので審議を求めます。 
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始めに、９ページ、番号１８の八幡について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１番（小林委員） 

１８番の議案について説明します。 

申請者は議案のとおりです。申請地は、八幡の畑で面積は６６８㎡です。既存の駐車場では狭く困っておりまして、隣の申請

地に駐車場の拡張をしたいということで今回申請がでました。隣接耕作者の同意、実行組合の排水同意、土地改良区の同意もあ

り、場所は住宅が近接する地域内にある農地で、その規模が 10ヘクタール未満であるため、第２種農地に該当すると思われます。

転用について問題はないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（大太委員） 

番号１８について、地元委員さんから説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号１９の彦名町について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

番（安田浩委員） 

１９番の議案について説明します。 

申請者は議案のとおりです。申請地は、彦名町の畑で面積は４９６㎡です。申請人は、子どもふたりと南部町で生活していま

すが、子の面倒を両親に見てもらうこともあって、申請地に住宅の建築を計画したものです。隣接耕作者の同意、実行組合の排

水同意、土地改良区の同意もあります。住宅・公共施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で、その規模が 10ヘ

クタール未満であるため、第２種農地に該当すると思われます。転用について問題はないと思われますのでよろしくお願いしま

す。 

議長（大太委員） 

番号１９について、地元委員さんから説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 
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議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号２０の大篠津町について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１３番（安田浩史委員） 

２０番の議案について説明します。 

申請地は、大篠津町の畑で面積は２５８㎡です。申請人は家族 5 人で市内の借家で生活していますが、子どもたちが大きくな

り、手狭になってきたため申請地に住宅の建築を計画したものです。隣接耕作者の同意、土地改良区の同意、実行組合の排水同

意もあります。 

住宅・公共施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で、その規模が 10ヘクタール未満であるため、第２種農地

に該当すると思われます。転用について問題はないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（大太委員） 

番号２０について、地元委員さんから説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。異議なしと認めます。 

続きまして、番号２１の二本木について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１５番（森中委員） 

３番目に現地調査をしたものでございます。 

申請人は、西福原から淀江町佐陀に事務所を移転したが、既に貨物ヤードは現地調査したところにあったわけですけれども従

業員社員の駐車場を探そうということで探していたら隣に土地を貸してやるからということがあって、隣の方で従業員の駐車

場を置くということで申請をされたということです。隣接耕作者の同意、土地改良区の同意もあります。 

10ヘクタール未満であるため、転用について問題はないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（大太委員） 
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番号２１について、地元委員さんから説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

                   （異議なしの声） 

議長（大太委員） 

 異議がないようですので許可申請は適当である旨の意見を認めます。 

続きまして、１０ペ－ジ、議案第１８号をお願いいたします。 

米子市農用地利用集積計画の決定について、別紙農用地利用集積計画（案）について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定により決定を求めます。今月は利用権設定が１７件、所有権移転が２件ございます。 

それでは、13ページ利用権設定各筆明細について、番号 8-1から 17までを一括して審議いたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（大許事務局長補佐） 

利用権設定各筆明細について説明いたします。今月は、田に関するものが、16筆、14,794㎡、畑に関するものが、20筆、20,093

㎡ございます。 

番号 8-1から番号 8-3までは、再設定でございます。 

番号 8-4は、借人の要望による設定となっており、借人の設定後の経営面積は、179ａとなっております。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

番号 8-5から番号 8-17までは、再設定でございます。これは、鳥取県農業農村担い手育成機構が、農地を貸付けることを目的

に農地の中間管理権を取得するものです。 

議長（大太委員） 

ただ今、事務局から番号 8-1から番号 8-17まで説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、決定といたします。 

次に、１８ページ、所有権移転各筆明細について審議をいたします。番号 8-1 から番号 8-2 について事務局から説明してくだ
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さい。 

事務局（大許事務局長補佐） 

所有権移転各筆明細について、説明します。 

18 ページ、番号 8-1 ですが、鳥取県農業農村担い手育成機構が農地中間管理事業の特例事業として買い入れるものです。この

農地は、その後、売り渡します。 

番号 8-2 は農地保有合理化事業により、鳥取県農業農村担い手育成機構が取得し、貸し付けていた農地を売り渡すものです。

経営面積は、1,209ａとなっております。 

議長（大太委員） 

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（大太委員） 

異議がないようですので、決定といたします。 

審議事項は以上でございます。それでは、続いて報告事項に移ります。 

１９ぺ－ジ、（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について、番号９から番号１２の４件を受

理しております。 

続きまして、２１ぺ－ジ、（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理について、番号１４から番号

１７の４件を受理しております。 

続きまして、２２ペ－ジ、（３）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について番号１６の１件を受理しています。 

続きまして、２３ペ－ジ、（４）非農地現況証明について、番号７から番号１２の６件を証明しています。 

続きまして、２４ページ、（５）農地転用現況確認書交付について、番号２１から番号２６の６件を交付しています。 

続きまして、県農業会議 会議員の事務報告をお願いします。 

事務局（大許事務局長補佐） 

この常任会議は前会長、仲田さんが出ておられました。先月審議されました 4条、5条につきましては全件許可証を交付してお
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ります。他に報告するような事項は特になかったということです。 

議長（大太委員） 

その他ございませんか。 

議長（大太委員） 

これで今回の議案を終わりたいと思います。あとは連絡事項ありますでしょうか。 

事務局（大許事務局長補佐） 

（連 絡 事 項） 

議長（大太委員）  

長い間慎重審議ありがとうございました。これから 1年間よろしくお願いします。 

そういたしますと、これをもちまして、第１１３回農地部会を終了します。  

 

 

 

 

閉   会  午後４時３１分 

 

 

 

 

 

 


